
　　１０時３０分から

【第１部】　講演会　１０時３０分から１１時３０分まで

1 　開会のあいさつ

　　　豊川市建設部建築課　主幹　杉原　成和

2 　講演会

「豊川市における空き家の現状とその課題」-地理学的視点に基づく分析を通じて-

 　　 愛知大学地域政策学部　教授　駒木　伸比古　氏

3 　閉会

【第２部】　個別相談会　１１時４０分から１３時００分まで
☆事前予約制

　　

豊川市空き家対策セミナー・個別相談会　次第（案）

　　　と　き　令和２年２月２９日（土）

　　　ところ   やねのにっぽうホール　豊川

資料７



第３催事場 第1催事場

予備机・椅子

出入口 出入口

・

豊川市空き家対策セミナー・個別相談会　配置図（やねのにっぽうホール　豊川）

相談者ブース
スクリーン

案内板 案内板
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第２催事場

① ②

③ ④

受

付

受

付

ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀｰ



空き家対策個別相談会 　受付簿 やねのにっぽうホール　令和２年２月２９日（土）　　

受付 相談者住所 相談区分 相談内容（概要）

1 市内 その他 土地家屋調査士 居宅と空き家が隣接する土地であるが合筆できるか。

2 市内 その他 宅建士 建築士 ４年程放置した空き家について、今後どうしたらよいか。

3 市内 売買･その他 宅建士 建築士
現在、管理は草刈りをシルバー人材センターにお願いしているが、子供たちは要らないと言っている。費
用もかかるため今後どうしたらよいか。

4 市外 売買･その他 宅建士 司法書士 12,3年経過した空き家が老朽化しており、どうしたらよいか。屋内の家財等の処分にも困っている。

5 市内 相続･その他 弁護士 宅建士
母親の死亡で空き家に。相続人は相談者と妹の二人だが、連絡とれず相続の話ができてない。当該物件
も接道条件悪い、市の無料相談も受けたことがある。

6 市外 相続･その他 弁護士 宅建士 相続人の一部の同意が得られず、相続手続きが滞っている。敷地内の竹木が繁茂しに苦情も出ている。

7 市内 解体・売買 宅建士 土地家屋調査士
親が住んでた空き家を解体したいが、家財道具の処分などどうしたらよいか。解体後は土地を処分した
い。

相談員



ブース番号 受付番号 相談番号

① 1 1 土地家屋調査士

② 2 2 宅地建物取引士 建築士

③ 4 3 宅地建物取引士 司法書士

④ 5 4 弁護士 宅地建物取引士

⑤

⑥

ブース
番号

相談
受付番号

相談番号

① 3 5 宅地建物取引士 建築士

② 6 6 弁護士 宅地建物取引士

③ 7 7 宅地建物取引士 土地家屋調査士

④

⑤

⑥

個別相談割り当て表

●１１：４０～１２：２０

相談員

●１２：２０～１３：００

相談員


